
役員・補助員に係る傷害等補償保険【仕様書】

１ 契 約 者 全国高等学校総合体育大会ヨット競技大会和歌山県実行委員会 会長 宮下和己

２ 対象行事 全国高等学校総合体育大会ヨット競技大会

３ 被保険者数 １，０８０名 ※内訳は別表のとおり

４ 期 間 平成２８年８月９日（火）～８月１７日（水） ※会期、場所等は別表のとおり

５ 最低必要とする傷害補償等

（１）行事に参加中に被った事故によるケガ

（２）日射病、熱射病等の熱中症

（３）心疾患、脳疾患

６ 補償項目と補償金額

補償項目 補償金額

①災害死亡 １０，０００，０００円

②後遺障害 １０，０００，０００円

③入院療養（日額） ５，０００円

④通院療養（日額） ３，０００円

※免責金額は０円とする。

（別表） 行 事 全国高等学校総合体育大会ヨット競技大会

会 期 ９日間

場 所 和歌山セーリングセンター

準 備 8月9日

期 間 等 公式練習 8月10日～11日

大 会 8月12日～16日

片 付 け 8月17日

役員のべ数 ６３０名（ 90名×7日）

補助員のべ数 ４５０名（ 50名×9日）

計 １，０８０名

※「役員のべ数」には公務として業務に従事する県内公立学校教職員等の数は

含まないものとする。


